
前回の技術検討会での主な意見と対応

資料１－２



No. ご意見 対応 対応箇所

１ • 応募者側には、構造別
（表面被覆型、自立型、
その他構造）で応募して
もらうのか。

• 構造としては具体的に指定しないが、
一体的な「パッケージ」として公募
する

【資料２】
P7

【公募要領(案)】
P2

２ • 制約条件で最適技術は変
わる。リクワイヤメント
は、提案された技術提案
が平等に評価されやすく
するため、堤防のモデル
ケースを設定するなどの
工夫が必要。

• 公募の与条件として、モデル堤防と
土質条件を設定した

• さらに「堤防に求める基本的な性
能」、「越水に対する性能」では、
与条件として外力条件を設定した

【資料２】
P20～23

【公募要領(案)】
別紙-1：P14～17

３ • 応募者側で､不確実性の全
てを想定することは困難
である。実際の施工では
想定外の事象が生じるた
め､プロジェクトの中で評
価者と一体で解決してい
く側面が必要。

• 公募要領(素案)を事前に公表するこ
とで、応募者から意見を募集し、公
募要領（案）を作成した

• 応募技術の評価と評価理由は、第三
者機関から応募者へ通知する予定

• 堤防へのパイロット施工、堤防以外
への小規模試験施工を経て、応募者
へのモニタリング結果等の情報共有
を実施する

【資料２】
P6,33,37

【公募要領(案)】
P6
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４ • 応募者側に､「既存の堤防
を毀損しないこと」の項
目が厳しい制約になる可
能性がある。毀損しては
いけない項目､少し緩くて
よい項目を具体的に議論
することが大切。

• 評価の基本的な考え方を、構造別に
設定した

【例:堤防に求める基本的な事項】
表面被覆型:現況の堤防が有する、計画高水位
以下の安全性（基本的な機能）を低下させな
いことを基本とする。

自立型:準用する技術基準類等を明確にし、そ
の妥当性を評価委員会で確認する。
（※土堤に代えて新たに堤防を構築することと同義である
ため、既存堤防の安全率より結果的に安全率が下回る可能
性がある）

その他構造:設定した各機能の「確認方法」や
具体的な照査等の「確認結果」が、土堤が本
来有している性能と同等以上の効力を有する
ことを評価委員会で確認する。
(※一部でも土堤に計画高水位以下の安全性を担わせるので
あれば、基本的な機能について現況堤防が有する安全性を
低下させないことを基本とする)

【資料２】
P36
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５ • 抽象的､定性的な言葉であ
る「なじみ」を一度、翻
訳することが必要。

• 基礎地盤と堤体が一体となって「な
じむ」ことについて「評価の基本的
な考え方」を示した

※表面被覆型は、計画堤防断面に被覆材が、大きく入ら
ない構造であり、堤体および基礎地盤が「土」である
ため、一体性となじみがあることを確認する。

※自立型はレインの加重クリープ比を用いて確認する。

• 応募技術のなじみの確認方法は、上
記の方法やそれ以外の方法を含め、
評価委員会にて確認する

【資料２】
P26,29,36

６ • 今後の技術開発に向けて、
応募者や委員等の関係者
間で、共通の知識ベース
を持つために、最低限読
む必要がある論文のリス
トを作成したほうがよい。

• 論文リストを作成した

【参考資料１】
論文リスト
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